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6月30日は、夏越の祓（なつこしのはらえ）と呼ばれ、毎年「輪くぐり」が行わ
れます。年の数だけ8の字に輪をくぐると、病（やまい）にかからないと言われ、
多くの人が輪をくぐりに訪れます。＝昨年の「輪くぐり」の様子（八幡神社） 

木曽川沿いのサイクリングロードで自転車に乗るかさまるくん（左）と 
ウォーキングをするかさまるちゃん（右）。＝関連記事6ページ 
町マスコットキャラクターイラスト募集中（詳しくは最終ページ） 



第３回笠松町議会臨時会議決結果 
（5月2日開会　同日閉会） 

第３９号議案　平成２４年度笠松町一般会計補
正予算について 

　補正額 17,347,000円 
　補正後歳入歳出予算額 6,214,347,000円 

［主な補正内容］ 
・（有）プロスタッフからの寄附（１０万円）を
社会福祉基金に積み立てを行う増額 
・篤志者からの寄附（３１０万円）を活用し、松
枝小学校備品や笠松中学校部活動用備品
の購入費用の増額 

・中央公民館の屋外受変電設備の更新費用
などの増額 
・米野河川敷に建設予定のサッカー場実施
設計業務委託料の増額 

 
［提出議案は可決］ 
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【情報公開制度】 
　平成２３年度の公開状況は次のとおりです。 

【個人情報保護制度】 
　平成２３年度個人情報保護制度の運用状況は、
開示や訂正、削除の請求、不服申し立てはありま
せんでした。 

情報公開・個人情報保護制度実施状況 

請求 
件数 

処理状況 
公開 

 
部分公開 

 
非公開 

 
不存在 

 
取り下げ 

6 4 1 0 1 0

　５月１０日、川口　淑さん（門間）に総務省岐阜行政評価事務所長から感謝状が贈呈されました。 
　川口さんは、平成１９年４月から総務大臣の委嘱を受けて、町の行政相談委員として苦情の解決と行
政運営の改善に尽力されており、その功績に対して贈られたものです。 

行政相談委員に感謝状 
川口　淑さん 

Eボートを購入しました 
平成24年度コミュニティ助成事業 

　（財）自治総合センターの「平成２４年度コミュニティ（宝くじ）助成」を受けて、
Eボートやライフジャケットなどを購入しました。 
　購入したEボートなどは、夏休みの親子体験講座やイベント時の体験乗船会
で活用します。また、町内会や子ども会などへの貸し出しでも活用していきます。 

東日本大震災　義援金 

　４月２０日以降、笠松町役場でお預かりしました
義援金は次のとおりです。 

（５月２３日現在※敬称略） 
　北及第一町内会 ５０,０２２円 Eボート 子ども用ライフジャケット 
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　町内会連合会・自主防災会協議会の臨時総
会が、４月２４日役場で開催されました。 
　総会では、平成２３年度事業報告や決算の承
認と、任期満了による役員の改選が行われ、新役
員に次の皆さんが選出されました。　（敬称略） 

会　長　奥田　英輔（北及第２） 
副会長　内藤　吉雄（天 王 町） 
副会長　川本　清彦（西金池町） 
副会長　大江　康夫（田 代 東） 
副会長　岩田　重臣（円 城 寺） 
会　計　伊藤　勝利（柳 原 町） 
会　計　闍嶋　藤一（田 代 中） 

町内会連合会・自主防災会協議会　　　臨時総会開催 

　町と町民の皆さんの間に立って、住みやすいまちづくりのためにご協力いただいている町内会長さん
をご紹介します。 

町内会長さんのご紹介 

（敬称略） 

笠
　
松
　
地
　
域 

笠
　
松
　
地
　
域 

松
　
枝
　
地
　
域 

下
　
羽
　
栗
　
地
　
域 

松栄町1丁目 

松栄町2丁目 

松栄町3丁目 

月 美 緑 町  

春日東陽常盤町 

若 葉 町  

西 金 池 町  

奈 良 町  

二 見 町  

宮 川 町  

八 幡 町  

県 町  

司 町  

港 町  

上 本 町  

下 本 町  

上 新 町  

中 新 町  

下 新 町  

新 町  

弥 生 町  

清 住 町  

美笠通1丁目 

美笠通2丁目 

美笠通3丁目 

友 楽 町  

桜 町  

瓢 町  

西 宮 町  

東 宮 町  

西 町  

柳 原 町  

朝 日 町  

泉 町  

天 王 町  

大 池 町  

門 前 町  

上 柳 川 町  

下 柳 川 町  

田 代 東  

田 代 中  

田 代 西  

長 池 東  

長 池 西  

長 池 北  

北 及 第 1  

北 及 第 2  

南 栄 町  

北 門 間  

中 門 間  

下 門 間  

円 城 寺  

中 野  

無 動 寺  

江 川  

米 野  

円城寺厩舎 

 

 

 

理事 

理事 

 

副会長 

 

理事 

 

 

理事 

理事 

 

 

 

 

 

 

理事 

 

理事 

 

監事 

 

 

理事 

 

理事 

 

 

会計 

 

 

副会長 

 

 

理事 

 

副会長 

会計 

 

 

監事 

 

 

会長 

理事 

理事 

 

理事 

副会長 

理事 

 

 

理事 

荒　木　孝　尚 

下　田　康　夫 

日比野　省　三 

堀　　　光　男 

山　田　忠　正 

佐　藤　喜八郎 

川　本　清　彦 

川　島　　　裕 

安　藤　正　宏 

間　宮　勝　利 

野　田　喜　義 

加　藤　司　郎 

野々垣　美　樹 

（代行） 
吉　田　孝　之 

戸　田　一　彬 

山　　田　　要 

篠　田　光　市 

田　中　訓　久 

大　塚　泰　造 

渡　邉　謹　一 

杉　山　尚　登 

安　田　正　行 

伏　屋　昌　治 

尾　藤　富士雄 

樋　口　武　史 

山　田　善　夫 

尾　関　洋　治 

斉　藤　宗　利 

市　川　茂　禧 

角　田　昌　樹 

伊　藤　清　吾 

伊　藤　勝　利 

國　江　芳　春 

杉　山　勝　利 

内　藤　吉　雄 

足　立　利　樹 

山　川　壽太郎 

小　川　　　強 

堀　　　昌　逸 

大　江　康　夫 

闍　嶋　藤　一 

西　川　忠　義 

磯　部　雅　一 

足　立　　　薫 

横　山　　　茂 

安　藤　　　隆 

奥　田　英　輔 

高　見　天　明 

金　森　忠　夫 

田　中　義　夫 

中　村　剛太郎 

岩　田　重　臣 

田　島　輝　幸 

田　島　闍　次 

林　　　隆一朗 

松　原　行　信 

中　村　　　弘 

町内会名 役職 氏　　名 町内会名 役職 氏　　名 町内会名 役職 氏　　名 
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対象となる方 
 
 
 
 

 
対象となる住宅 

 

 
 
 
 

助成される額 
 
 
 
 

助成期間 
 

 
 
 

申請方法と必要書類 

次の①から④のすべての条件にあてはまる方 
①平成24年1月2日から26年1月1日までに住宅を取得し入居さ
れた方 
②町内に住所のある方 
③住宅に入居する世帯全員の町税などに未納がないこと。 
※町税などとは、町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、
後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、下水道使用料、水
道料金をいう。 
④住宅取得時に、関係法令や条例などに違反していないこと。 

玄関やトイレ、台所、居室があり、利用上の独立性を持った住宅（賃
貸住宅を除く）であること。 
※床面積の制限はありません。 

住宅に課税される固定資産税の額（ただし、併用住宅の場合は、居
住部分に課される固定資産税額） 
（標準的な事例） 
床面積 140㎡　課税標準額（評価額） 1,200万円の場合 
①税額を算出します。1,200万円×税率（1.4％）＝168,000円 
②新築軽減税額（120㎡分が1/2）を算出します。 
　168,000円×120㎡÷140㎡×1/2＝72,000円 
③本来の税額から新築軽減税額を引いた額が助成額となります。 
　168,000円－72,000円＝ 96,000円 

ア　一般の住宅（イ 以外の住宅） 3年度分 
イ　3階建以上の中高層耐火住宅など 5年度分 

「笠松町定住促進助成金交付申請書」に次の書類を添付し、税務課
へ申請してください。 
①住宅に入居する世帯全員の住民票の写し 
②建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写しと住宅の
建物登記簿謄本の写し 

③住宅に入居する世帯全員の納税状況などの調査を認める同意書 
④上の①から③のほか、町長が必要と認める書類 

　定住人口の増加を図るため、町内に住宅を新築されたり、新築住宅を購入された方に、「定住促進
助成金」を交付します。 

【申請・問合先】税務課 

笠松町に住みたい、 
　住み続けたいという方を応援します 
笠松町に住みたい、 
　住み続けたいという方を応援します 

定住促進助成金を交付 
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　今年度の介護保険料納入通知書を６月中旬に送付します。保険料の額は６月に確定する平成２４年
度住民税の課税状況に応じて決定したものです。 

　６月に決定した保険料（年額）から、４月にお送りした納入通知書の仮徴収額を差し引いた額が、１０
月以降の年金から３回に分けて天引きされます。 
（４月、６月、８月の年金からは、４月に送付した納入通知書の額が天引きされます。） 

65歳以上の皆さんへ 

介護保険料が決定しました 

◎年金天引きによる納付（特別徴収）の方 

　保険料（年額）は、６月から１０期に分けて納付します。各納期限までに納め忘れのないよう納付して
ください。 

【問 合 先】福祉健康課 

◎納付書による納付（普通徴収）の方 

▼介護保険料が変わります 

所得段階 対象者（所得などの条件） 保険料（年額） 

第1段階 
 

第2段階 
 

第3段階 
 

第4段階 
（特　例） 

第4段階 
（特　例） 

第4段階 
（基準額） 

第4段階 
（基準額） 

第5段階 
 

第6段階 

生活保護を受給している人、ま
たは世帯全員が住民税非課税
で老齢福祉年金を受けている人 

世帯全員が住民税非課税で、本
人の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が80万円以下の人 

世帯全員が住民税非課税で、第
1段階・第2段階以外の人 

世帯の中に住民税課税者がいる
が、本人は住民税非課税で課税
年金収入額と合計所得金額の
合計が80万円以下の人 

世帯の中に住民税課税者がいる
が、本人は住民税非課税で課税
年金収入額と合計所得金額の
合計が80万円を超える人 

本人が住民税課税で合計所得
金額が200万円未満の人 

本人が住民税課税で合計所得
金額が200万円以上の人 

25,500円 
 

25,500円 
 

38,300円 
 

44,900円 
 

51,000円 
 

63,800円 
 

76,500円 

所得段階 対象者（所得などの条件） 保険料（年額） 

第1段階 
 

第2段階 
 

第3段階 
（特　例） 

第3段階 
 

第5段階 
 

第6段階 
 

第7段階 

生活保護を受給している人、ま
たは世帯全員が住民税非課税
で老齢福祉年金を受けている人 

世帯全員が住民税非課税で、本
人の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が80万円以下の人 

世帯全員が住民税非課税で本
人の課税年金収入額と合計所
得金額の合計が80万円を超え、
120万円以下の人 

世帯全員が住民税非課税で本人
の課税年金収入額と合計所得金
額の合計が120万円を超える人 

世帯の中に住民税課税者がいる
が、本人は住民税非課税で課税
年金収入額と合計所得金額の
合計が80万円以下の人 

世帯の中に住民税課税者がいる
が、本人は住民税非課税で課税
年金収入額と合計所得金額の
合計が80万円を超える人 

本人が住民税課税で合計所得
金額が190万円未満の人 

本人が住民税課税で合計所得
金額が190万円以上400万円
未満の人 

本人が住民税課税で合計所得
金額が400万円以上の人 

28,500円 
 

28,500円 
 

36,000円 
 

42,800円 
 

50,200円 
 

57,000円 
 

71,300円 
 

85,500円 
 

99,800円 

平成21～23年度 平成24～26年度 
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戦没者をしのび献花する遺族の皆さん 

　笠松町春季戦没者追悼式が４月２４日、笠松・
松枝・下羽栗の各地域の会場でしめやかに行わ
れました。 

　式には、戦没者の遺族の皆さんや関係者が多
数参列され、広江町長が「戦後に生まれた世代
が大半を占める今、戦没者のかけがえのない命
をもって示された戦争の悲惨さと平和の尊さを深
く心に刻み、未来を担う次世代にしっかりと継承し、
今後さらに、人と人との絆を大切にし、住みよい豊
かなまちを目指していくことに全力を傾注してまい
ります」と式辞を述べました。 
　続いて県知事代理、田中県議会議員、川島町
議会議長の追悼の言葉のあと、参列者が献花を
行い、戦没者のめい福を祈り、平和への誓いを新
たにしました。 

規律訓練を行う消防団員 

　５月１１日・１２日、笠松中学校運動場で町消防
団が、羽島郡広域連合西消防署職員の指導の
もと、分列行進などの訓練を行いました。 
　日中、仕事を持っている消防団員の訓練は、仕
事を終えた夜間や休日に行われていますが、「わ
がまちを災害から守る」という使命感が仕事の疲
れを吹き飛ばし、火災現場での機敏な行動、迅
速な消火活動ができるように、団員らは真剣な表
情で訓練に励んでいました。 

戦没者のめい福を祈り 春季戦没者追悼式 

迅速な消火活動は日ごろの訓練から 町消防団 

10万人目の岩越さん（中央） 

　４月１５日、歴史民俗資料館の入館者数が１０
万人を突破し、１０万人達成記念セレモニーを開
催しました。 
　１０万人目の来館者の岩越健二さん（長池）には、
町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるち
ゃん」の記念グッズが贈られました。 

入館者数10万人達成 
歴史民俗資料館 

完成したサイクリングロードのテープカットをする皆さん 

　４月１７日、笠松みなと公園でサイクリングロード
の開通式が行われ、開通を祝いました。 
　このサイクリングロードは、みなと公園から河川
環境楽園までを結ぶ計画で、一部が完成したも
のです。町老人クラブ連合会による「伴健康づく
り歩け歩け運動」も開催され、参加者は開通した
ばかりのサイクリングロードを歩きました。 

一部完成し開通式 
サイクリングロード 
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油絵を鑑賞する参観者 

　５月１９日・２０日、中央公民館で町文化協会による“か
さまつ文化フェスタ２０１２”が「絆」をテーマに盛大に
開催されました。 
　文化フェスタは、町文化協会に登録しているクラブ
やサークルの会員が日ごろの活動の成果を披露する
場です。 
　作品展示部門では、油絵・水彩画・水墨画・写真・書・
短歌・俳句・川柳・生け花などの作品２１０点を展示。 
　ステージ発表部門では、日本舞踊・民謡・フラダンス・
詩吟・コーラスなどの２２団体が発表。 
　観覧された皆さんは、展示作品や生き生きとしたス
テージ発表の素晴らしい出来栄えに感心していました。 

かさまつの文化・芸術・学習の成果を一堂に 
「絆」をテーマに文化フェスタ 

≪笠松町≫ 9月9日（日） 炬火リレーを実施 
10月8日（月・祝） デモンストレーション競技「グラウンド・ゴルフ」を開催（笠松みなと公園） 

ぎふ清流国体 9月29日（土）～10月9日（火） 
水泳競技　9月13日（木）～17日（月・祝） 

ぎふ清流大会 10月13日（土）～15日（月） 

　7チームが参加し、熱戦が繰り広げられました。 
優　勝　長池　　準優勝　南栄町　　３　位　門間・笠松小学校区　　特別賞　下羽栗 

スポーツ�&�レクリエーションスポーツ�&�レクリエーションスポーツ�&�レクリエーション

第44回　町民バレーボール大会結果 ４月２２日（日）　町民体育館 

　地域で共有する貴重な財産の木曽川で、町民の
皆さんの親睦と交流を深めることが出来ました。一般
の部４３チーム、小学生の部１０チームが参加し、熱戦
が繰り広げられました。 
◎一般の部 
　優　勝　チェリーブロッサム 
　準優勝　羽島梱包 
　３　位　笠松町レクリエーション協会 
◎小学生の部 
　優　勝　笠松野球B 
　準優勝　まつぼレッド 
　３　位　Rainbow flower

第2回　みなと公園Eボート大会結果 ５月１３日（日）　笠松みなと公園 

ゴールを目指してEボートを漕ぐ子どもたち（小学生の部） 



�

笠松“ワケ知り”ウォーク　参加者募集 第2弾 第2弾 第2弾 
「まちの駅」と「隠れた名所」をつないで、一緒に歩きましょう!!

【参 加 料】 
 
【申込方法】 
 
【申込締切】 
 
【問 合 先】 

無料 

※どなたでもご参加いただけます。 

「人が行き交う駅の中の駅」（ふらっと笠松）へ

直接、または電話（蕁388‐2355）で申込 

各コースとも開催日の1週間前 

※定員（20人）になり次第、締め切ります。 

「なんでもすぐやる情報交流の駅」 

役場企画課（蕁388‐1113） 

　「まちの駅」と書いたのぼり旗を見たことありますか？ 

　笠松町に住んでいる方、そして笠松町を訪れた方など、

誰もが気軽に立ち寄ることができ、地域の情報が得られる

交流の場が「まちの駅」です。 

　昨年に引き続き、今年も町内の「まちの駅」を巡りながら、

笠松町の魅力を再発見する「笠松“ワケ知り”ウォーク」

を開催します。 

　３回に分けて、３つの地域の特色ある「隠れた名所」を

巡ります。 

【日　　程】　小雨決行 

※各集合場所へは公共施設巡回町民バスをご利用くだ

さい。 

※各コースとも昼食休憩後、解散予定です。 

※笠松“ワケ知り”ウォーク参加者限定で「まちの駅“弁”」

を販売します。（申込時に要予約：1個1,000円） 

コース 日　　時 集合場所 

笠松 

“路地歩き” 
6月16日（土） 
午前10時集合 

6月23日（土） 
午前9時15分集合 

7月7日（土） 
午前10時15分集合 

心の駅 
（常盤町：中央公民館） 

みちくさ高瀬の駅 
（米野：エル・パンドール） 

運動公園内駐車場 
（北及） 

ろ じ 

下羽栗 

“知るく道” 
シ ル ク ロード 

松枝 

“七夕出会い旅” 
たな ばた 

笠松“路地歩き” 
予定コース 
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シリーズ③ 

はやかごの鮎鮨① 
あゆあゆ ずしずし 

はやかごの鮎鮨① 
あゆ ずし 

　梅雨の時期から夏にかけて、特に注意が必要
になるのが食中毒です。 
　食中毒は一年中発生しますが、特に湿気のあ
る梅雨や温度が高くなる夏の時期は、食品の中
で細菌が増殖しやすく、それを食べることにより
食中毒を引き起こしやすくなります。 
《食中毒の原因となる代表的な細菌》 

　これらの細菌は目には見えない小さなもので、
食品に付着していても、見た目では判断できません。 
　細菌が付着した食品を食べ、食中毒が発生
すると激しい腹痛・下痢・吐き気などの症状が出
ます。特に、抵抗力の弱い高齢の方や小さなお

子さんは、症状が重症化しやすいので注意が必
要です。 
《食中毒の予防》 
　食中毒を防ぐには食中毒菌を「付着させない・
増やさない・殺菌する」が3大原則です。そのた
めに、次の4つを守りましょう。 
①手やまな板などをよく洗う 
②食品を室温で放置せずに冷蔵・加熱する 
③生の食品と調理済みの食品を分ける 
④肉は生で食べずによく加熱する 
　食べ物が傷みやすい季節には、梅干し・しょうが・
わさびなど、殺菌・抗菌効果のある食材を上手に
利用するのも効果的です。いつもの野菜炒めに
カレー粉を加えてカレー味にする、青魚と梅を一
緒に煮て梅煮にしてみると、味付けのアレンジも
広がります。 
　夏は、ただでさえ体力が落ち、抵抗力が弱くな
る時期なので、しっかり食中毒を予防しましょう。 
【問 合 先】福祉健康課 

食中毒菌名 主な原因食品 

病原性大腸菌 
（O‐157　O‐111など） 

サルモネラ菌 

腸炎ビブリオ菌 

家畜などの排せつ物に汚染
された食品、水 

卵、食肉（特に鶏肉）など 

刺身などの生鮮魚介類 

食中毒を予防しよう 食中毒を予防しよう 

げ り は 
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情 報
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情 報

お 願 い お知らせ 募　　集 

役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
児 童 館  
子育て支援センター 

中 央 公 民 館  
（町体育協会事務局） 

教育文化課　学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 民 俗 資 料 館  
ふ ら っ と 笠 松  

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐0561 

388‐3231 
 
388‐3926 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐2355

お 問 い 合 わ せ は 

��

あなたの悩みに応えたい 
保険治療から先端自費治療まで 

蕁（058）371‐8855（各務原自衛隊基地南） 
詳しくはホームページで 桜桃歯科 検索 

休日急病診療（内科・歯科） 
福祉健康課 

　６月の休日急病診療当番医は次のとおりです。 
　受診の際は必ず保険証をご持参ください。ま
た、お昼の休憩時間がありますので、電話で確
認し受診してください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があ
りますので、前もって役場で確認してください。 
○その他の医療機関の問合先 
羽島郡地域救急医療情報センター蕁３８８‐３７９９ 
（羽島郡広域連合消防本部 内） 

〔内科系〕診療時間　午前９時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院
（田代蕁３８８‐０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 

〔歯科系〕診療時間　午前１０時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

3 

10 

17 

24

杉 山 内 科 医 院  

こ め の 医 院  

愛 生 病 院  

ひらたクリニック 

笠松町奈良町  

笠 松 町 米 野  

笠松町円城寺  

笠 松 町 田 代  

388‐3600 

387‐6010 

388‐3300 

387‐3378

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

3 

10 

17 

24

う え む ら 歯 科  

小 島 歯 科 医 院  

い い だ 歯 科  

ゴトウ歯 科 医 院  

笠 松 町 長 池  

岐 南 町 平 島  

笠松町東金池町 

岐 南 町 八 剣  

388‐4118 

245‐2096 

387‐3646 

246‐7215

　昨年度受診された方や新たに申し込みをされた
方には、案内はがきを６月下旬に送付します。 
　この機会にぜひ受診してください。 

※申し込みをされていない方で、受診を希望され
る方は福祉健康課へご連絡ください。 

【問 合 先】福祉健康課 

フレッシュ健康診査 
福祉健康課 

対象者 今年度19歳～39歳の方 （昭和48年4月2日～平成6年4月1日生まれの方） 

 
内容 

身体測定・血圧測定・尿検査 
血液検査（血中脂質・肝機能・貧血・血糖） 
骨粗しょう症検診（女性のみ） 

7月 3日（火） 

7月12日（木） 

7月20日（金） 

7月23日（月） 

日時 
場所 

500円（健診当日、会場で徴収） 自己負担金 

午前9時～11時30分 

午前9時～11時30分 
午後1時～3時 

下羽栗会館 

中央公民館 

福祉健康センター 

 
 
 
 
【里親期間】 
【申込期限】 
【申 込 先】 
 
【問 合 先】 

　県内の児童養護施設で生活している子どもた
ちで、夏季の帰省時に帰る家庭のない子どもや家
庭の事情で帰省できない子どもに、温かい家庭の
雰囲気を体験させていただける里親を募集します。 

８月４日（土）～６日（月） 
６月２２日（金） 
子育て支援センター・役場福祉健康
課窓口・福祉健康センター 
子育て支援センター 

三日里親 
子育て支援センター 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

募 集 

お知らせ
 

お知らせ
 



総 務 課  
税 務 課  
収 納 管 理 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
保 険 医 療 課  
（役場福祉健康課窓口） 

福 祉 健 康 課  
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
学校給食センター 
会 計 課  
議 会 事 務 局  

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
 

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

388‐1111 
388‐1112 
388‐1128 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐1116 
 

388‐7171 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
387‐5321 
388‐1119 
388‐1110

各 課 直 通 電 話 

��

体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 
体育施設の 
利用抽選会 7月分 

運動場 
テニスコート 

【月日】 
【時間】 
 
【場所】 

6月25日（月） 
午後7時30分～ テニスコートを利用の方 
午後8時～ 運動場を利用の方 
中央公民館 

循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

いっしょに子育て 

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
 
【対 象 者】 
【持 ち 物】 
 
【問 合 先】 

♪ふれあいリトミック♪ 
６月１３日（水） 午前１０時～１１時 

第一保育所（上新町１７２） 

乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談もあわせて行ないますので、

相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 

※車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利

用ください。 

♪笑顔でベビーマッサージ（全身）♪ 
６月２７日（水） 午前１０時～１１時 

松枝みなみ会館（北及３３‐２） 

（旧岐阜地方法務局 羽島出張所） 

乳幼児と保護者 

バスタオル１枚・飲み物（お茶など） 

※育児・マタニティ相談はありません。 

子育て支援センター 

【日　　時】 
【対 象 者】 
【定　　員】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

光るどろ団子づくり 
児童館 

７月１５日（日） 午前１０時～１１時 
小学生 
２０人 
６月２９日（金） 定員になり次第終了 
児童館 

 
 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【内　　容】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

こころの巡回相談・障がい者 
就労体験開催 福祉健康課 

グループワーク開催 
福祉健康課 

　地域活動支援センターの精神保健福祉士な
どが、こころの悩みや不安の相談に応じます。 
　また、精神障がいの方の就労体験も開催しま
すので、お気軽にご参加ください。 

6月27日（水） 
午後1時30分～2時30分 
福祉健康センター 
こころの相談と就労体験 
6月20日（水） 
福祉健康課 

 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【内　　容】 
【持 ち 物】 
【参 加 料】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　精神障がいの方やご家族、こころの悩みをお持
ちの方の憩いと交流の場として、グループワークを
開催しますので、お気軽にご参加ください。 

６月２１日（木） 午前１０時～１１時３０分 
中央公民館 
卓球 
タオル 
無料 
６月１４日（木） 
福祉健康課 

子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 
開催 子育て支援センター 

 
【日　　時】 
 
【定　　員】 
 
【日　　時】 
 
【定　　員】 

 
【申込・問合先】 

○連れ去り防止教室（岐阜県警察本部「たんぽぽ」） 
６月７日（木） 
午前１０時３０分～１１時３０分 
幼児親子４０組 

○さかなつりごっこ 
６月８日（金） 
午前１０時３０分～１１時３０分 
幼児親子２０組 

※各定員になり次第終了 
児童館 

募 集 

ピヨピヨひろば 児童館 募 集 

お知らせ
 

お知らせ
 

お知らせ
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〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

 
 
 
 
 
 
 
【申請・問合先】 

　聴覚や言語機能、音声機能などの障がいのた

め、意思を伝えることが困難な方のコミュニケーシ

ョンを支援します。 

　各種行事への参加や冠婚葬祭などの日常生

活を支援するため、手話通訳者などの派遣を実

施しています。 

　支援を利用するには、事前に申請が必要です。 

福祉健康課 

FAX：３８８‐５９５５ 

E-mailアドレス：fukushi@town.kasamatsu.lg.jp

手話通訳者などを派遣します 
福祉健康課 

 
 
 
 
 
 
【対 象 者】 
【日　　程】 

　食生活に関する正しい知識を学び、家族、地域の皆さんの健康づくりの担い手として、ますます活躍
が期待される食生活改善推進員の養成講座「栄養教室」を開催します。 
　受講後は食生活改善推進員として、地域で食生活の改善を推進するためのボランティア活動を行い
ます。 
　「食べることが好き」「料理に興味がある」「地域で活動したい」という方は、ぜひ食を通して健康づ
くりを楽しく学びましょう。 

町内在住の方（男性の方大歓迎） 

【場　　所】 
【持 ち 物】 
 

【定　　員】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

福祉健康センター 
筆記用具、エプロン、三角巾、ふきん 
※その他の持ち物はその都度連絡します。 

２０人 
７月２日（月） 
福祉健康課 

 
 
【該 当 者】 
 
 
【内　　容】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　幼稚園教育の振興を図るため、幼稚園就園
奨励事業を実施しています。 

笠松町に住民登録があり、３歳から５
歳児を私立幼稚園に就園させてい
る保護者 
保護者の所得状況により幼稚園設
置者が保育料などの減免を行う場合、
その額を町が補助 

※手続きなどの文書は、幼稚園を通じて６月下旬
までに配布します。 

・就園している幼稚園 
・教育文化課（学校教育担当） 

私立幼稚園就園奨励費補助金制度 
教育文化課 

回 
9：00～11：00

講　　義 

1 

2 

3 

4 

5

月　日 

7月13日 
（金） 

7月30日 
（月） 

8月20日 
（月） 

9月14日 
（金） 

9月24日 
（月） 

参加料 

１回につき
３００円 

（調理 
実習代） 

無料 

開講式 
食生活改善推進員と地区組織活動 

健康づくりと健康日本21 

生活習慣病とメタボリック症候群① 

生活習慣病とメタボリック症候群② 

9：00～10：00 

食品衛生と生活環境保全 

栄養の基礎知識 

年代別食生活のポイント 

バランスのとれた食事の
ポイント① 

バランスのとれた食事の
ポイント② 

10：00～11：15 

健康づくりと身体活動 
（実技） 

11：00～13：00

調理実習 

エコクッキング 

鉄分・カルシウムアップの食事 

生活習慣病予防の食事① 

生活習慣病予防の食事② 

11：20～12：00 

閉講式・修了証授与 
食生活改善推進員との交流会 

栄養教室（食生活改善推進員養成講座）開催 福祉健康課 募 集 
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羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

　４月から「子ども手当」が「児童手当」に変わり、６月分からの手当に所得制限が設けられます。 
　３月末まで子ども手当を受給されていた方は、継続して受給できるため、名称変更に伴う申請手続き
は必要ありません。 

中学校終了前（１５歳に達する日以後の最初の３月３１日まで）の児童を養育している方 

 
 
 
【支給対象】 

【支 給 額】 

平成２３年の所得審査を行います。 

※平成２４年３月分まで子ども手当を受
給していた方は、２・３月分の子ども
手当も合わせて支給 

【所得制限】 【支 給 月】 

　児童手当を引き続き受給できる要件かを確認するため、毎年６月に「現況届」を提出していただく
必要があります。この現況届の提出がない場合、６月分以降の手当の支給が停止しますのでご注
意ください。 
【提出期限】６月２９日（金）　　【提 出 先】役場福祉健康課窓口、福祉健康センター、総合会館 
【持 ち 物】 ・印鑑 
 ・現況届（役場から送付されたもの） 
 ・健康保険証の写し 

※今年笠松町に転入された方は「平成２４年度所得課税証明書」を前住所地で取り
寄せてください。 

※対象児童が町外に居住するときは、その児童の世帯全員の住民票を添付してくだ
さい。 

【問 合 先】福祉健康課 

平成24年4月から「子ども手当」が「児童手当」に変わりました 
福祉健康課 

扶養親族等の数 所得額 

0人の場合 

1人の場合 

2人の場合 

3人の場合 

4人の場合 

5人の場合 

622万円 

660万円 

698万円 

736万円 

774万円 

812万円 

支給月 対象月 

6月 

10月 

25年2月 

4・5月 

6～9月 

10月～25年1月 

児童手当現況届の手続きはお忘れなく 

児童の年齢 支給月額 
（所得制限未満の方） 

3歳未満 

3歳以上～小学校終了前 
第1子・第2子 

第3子以降 

中学生 

15,000円 

10,000円 

15,000円 

10,000円 

支給月額 
（所得制限以上の方） 

5,000円 

6月分からの手当に 
所得制限が 
設けられます。 

※第3子以降の数え方は、18歳到達後最初の3月31日までの児童から数えます。 

（1人あたり） 

【その他注意事項】 　公務員の方の児童手当の手続きは、勤務先へお問い合わせください。 
　平成２３年１０月から平成２４年３月までの子ども手当の受給手続きをしていな
い方は至急申請してください。 

お知らせ
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物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

赤 門 不 動 産  
羽島郡笠松町北及　　☎387‐3304

不動産取引全般 

 
 
 
 

【申込・問合先】 

　地震時のブロック塀の倒壊による事故を防止
するとともに、町内の緑化を推進するため、道路
に面したブロック塀を取り壊したり、新しく生け垣
を造られる方に助成を行っています。 

総務課 

ブロック塀除去と生け垣設置の 
助成制度 総務課 

ブロック塀などの除去 生け垣の設置 

個人の住宅や事業所の
敷地内で道路に面した
部分 
・高さ0.65m以上、 
幅0.20m以上、 
延長3.00m以上で、
生け垣に適した樹木 

標準事業費 
1m当たり 7,800円 
補助率 3/10 
限度額 100,000円 

標準事業費 
1m当たり 3,600円 
補助率 3/10 
限度額 40,000円 

個人の住宅や事業所の
敷地内に設置されたブ
ロック塀などで道路に
面した部分 
・地盤高0.65m以下
の高さまで除去 

 
補助額 

 
 
 

条　件 

 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
 
【電話番号】 
 
【相 談 員】 

　いじめ・体罰・虐待など、誰にも打ち明けること
のできない悩みを抱えている方に電話での相談
に応じます。 
　相談は無料で、秘密は固く守られます。お気軽
にご相談ください。 

６月２５日（月）～７月１日（日） 
平　日：午前８時３０分～午後７時 
土・日：午前１０時～午後５時 
子ども人権１１０番 
薔０１２０‐００７‐１１０（フリーダイヤル） 
・岐阜県人権擁護委員連合会子ど
も人権委員会委員 
・岐阜地方法務局人権擁護課職員 

※強化週間以外の日でも、平日午前８時３０分か
ら午後５時１５分まで相談に応じています。 

全国一斉「子どもの人権110番」 
強化週間における電話相談所の 
開設 岐阜地方法務局 

【日　　時】 
 
【場　　所】 
 
【参 加 料】 
【内　　容】 
 
 
 
 
 
 
 
【申込要件】 
 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

６月１７日（日） 午後０時３０分～３時３０分 
（受付終了３時１５分） 
羽島市民会館 
（羽島市福寿町浅平３‐２５　蕁３９２‐２２２２） 
無料 
幼児・小学生のフッ化物塗布、クイズ
ラリー、かみかみセンサー、人形劇、
歯の健康優良児などの表彰、歯の
図画ポスターの展示、高齢者のよい
歯のコンクールなど 

※駐車台数に限りがありますので、乗り合
わせてご来場ください。 

◎高齢者のよい歯のコンクール 
７０歳以上（昭和１８年４月１日以前に
生まれた方）で自分の歯が２０本以
上あり、歯の健康に自信のある方 
６月８日（金） 
福祉健康課 

第23回歯の健康フェスティバル 
開催 羽島口腔保健協議会 

 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
 
【相談方法】 
 
 
 
【申込・問合先】 

　複数の借金でお困りの方は、法律専門家の助
力を得れば、解決も可能です。悩む前にご相談く
ださい。 

６月９日（土） 午後１時～４時 
県民生活相談センター 

（岐阜市藪田南５‐１４‐５３ふれあい福寿会館１棟５階） 
 

①面接による相談：６月８日（金）までに電話で
　　　　　　　　予約してください。 
②電話相談：当日時間内に電話してください。 

岐阜県県民生活相談センター 
蕁２７７‐１００３ 

「多重債務無料相談会」開催 
県民生活相談センター 

歯みがきは 

じょうぶなからだの第一歩 

お知らせ
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【採用年月日】平成２５年４月１日 
【採用予定人員】事務職員・技術職員（土木） 

若干名 

【申込・受付期間】 
７月５日（木）～３１日（火） 
午前８時３０分～午後５時３０分 
　ただし、土・日・祝日の申込用紙の交付や受
け付けは行いません。 
　郵送による申込みの場合は、７月３１日の消印
分まで有効です。 

【申込・問合先】 
笠松町役場総務課 
〒５０１‐６１８１　笠松町司町１番地 
蕁０５８‐３８８‐１１１１ 

町職員（事務職員・技術職員） 
総務課 

昭和57年4月2日 
から 
平成3年4月1日 
までに生まれた方 

・日本国籍がある方 
・成年被後見人、被保佐人（準禁治産者を含む）
でないことやその他公務員として法律的に欠
格事項がない方 

大学卒業程度 

昭和57年4月2日 
から 
平成5年4月1日 
までに生まれた方 

短大卒業程度 

昭和57年4月2日 
から 
平成7年4月1日 
までに生まれた方 

高校卒業程度 

 
年齢 
要件 

 
その他 

区分 

第1次試験 

第2次試験 
（第1次試験 
合格者のみ） 

9月16日（日） 
午前8時50分～ 

大学卒・短大卒・高校卒程度 

日 時  

教養試験・事務適性検査・ 
適性検査 

試験方法 

県立羽島北高等学校（予定） 場 所  

10月下旬予定 日 時  

笠松町役場など 場 所  

口述試験・作文試験・体力検査 試験方法 

区　分 

【受験資格】 

【試験日時・場所・方法】 

　防災行政無線が聞き取れなかった時は、電話
で過去４件分を確認することができます。 
【電話番号】３８８‐４９３０　または　３８８‐４９３１ 

防災行政無線放送を 
聞き取れなかった時には 
アンサーバック 総務課 

私のコレクション 

「古布　五節句にみる風習」 
歴史民俗資料館 

 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
 
 
 
【問 合 先】 

　ご家庭で使用済みの食用油の回収を町婦人会・
生活学校のご協力で実施しますので、ご利用く
ださい。 

６月１５日（金） 
午前９時３０分～１１時３０分 
役場、中央公民館、松枝公民館、 
下羽栗会館 

※新聞紙、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶も同
時に回収します。 

環境経済課 

使用済みの食用油の回収 
環境経済課 

　奥畑純子さんの手によって古布で表現された
五節句展を開催します。
日本の心を感じさせる心
和む古布の温もりをお楽
しみください。 
【会期・時間】 
６月５日（火）～７月１日（日） 
午前9時～午後5時 
【休 館 日】月曜日 
【入 館 料】無料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【申込期限】 
【問 合 先】 

　平成２３年６月１日から、すべての住宅に「住宅
用火災警報器」の設置が義務付けられています。
しかし、聴覚障がいのある方にとっては火災の覚
知が困難であることや、聴覚に障がいのある方に
対応した光警報器の価格も高額となっていること
などから、普及が進んでいない状況です。そのた
め、消防庁補助事業として、次の①から③のす
べての条件に該当する方を対象に「聴覚障がい
者対応型住宅用火災警報器」を無償給付・設置
をしています。 
①世帯主が生活保護を受給している。 
（申請中の方含む） 
②世帯に障害者手帳（聴覚障がいに限る）を所
持している方がいる。（申請中の方含む） 
③「聴覚障がい者対応型住宅火災警報器」が未設置 

１２月３１日 
・ALSOKテレホンサービスセンター 
　薔０１２０‐２９７‐９４９（フリーダイヤル） 
・羽島郡広域連合予防課 
　蕁３８８‐１１９８ 

「聴覚障がい者対応型住宅用火災 
警報器」の無償給付 羽島郡広域連合 

こ ふ ご せっ く 
募 集 お知らせ
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【日　　時】 
【場　　所】 
【発 表 者】 
【発表内容】 

６月２４日（日） 午前９時３０分～ 
中央公民館 ３階大ホール 
小・中学生 
未来への夢や希望、家庭・学校生活・
地域活動の中で、日ごろ考えたり実
践したりしていること 

第34回　少年の主張大会開催 
町青少年育成町民会議 

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
【種　　目】 
 
 
 
 
 
 
【参 加 料】 
【申込期限】 
【申 込 先】 

７月１日（日） 午前９時１５分～ 
総合会館 
町内に在住、在勤の方 
 

①一般男子の部 ②一般女子の部 
③中学生男子の部 ④中学生女子の部 
⑤小学生の部 
⑥ラージボールの部（男子ダブルス、混合ダブルス、
女子ダブルス、混合団体戦） 
⑦初心者の部（ラージボール） 

１人１００円（大会当日徴収） 
６月２２日（金） 
町体育協会事務局（中央公民館内） 

第61回　町民卓球大会 
町体育協会 

【日　　時】 
 
【場　　所】 
【参加資格】 
【種　　目】 
 
 
 
【参 加 料】 
 
【申込期限】 
【申 込 先】 

７月２２日（日） 午前８時３０分～ 
《予備日２９日（日）》 
笠松みなと公園 
町内に在住、在勤の方 
個人種目 

①一般と高校生以上の部 ②中学校の部 
③小学校６年生の部 ④小学校５年生の部 
⑤小学校４年生までの部 

１人１００円 
（協会役員に申込み時に納付または大会当日に徴収） 

７月７日（土） 
町体育協会事務局（中央公民館内） 
グラウンド・ゴルフ協会 

第30回　町民グラウンド・ゴルフ大会 
町体育協会 

STOP！不法電波 
電波利用環境保護周知啓発強化期間 

6月1日～10日 

【技適マーク】 

 
 
 
 
 
【主な活動】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【入団資格】 
 
 
 
【団員の身分】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　消防団員は、「わがまちを災害から守る」という
使命感のもと、さまざまな仕事を持ちながら、地域
の防災リーダーとして幅広い活動を行っています。
地域の安心・安全を守り、災害のないまちづくりの
ために、ぜひあなたの力をお貸しください。 
 
○災害活動 
　火災、地震、台風などの災害が発生した場
合には、消防署と連携して、消火活動や救出
活動などを行い、住民の皆さんを守っています。 
○予防広報活動 
　年末夜警や火災予防週間中に広報活動を
行い、火災予防の呼びかけを行っています。 

○地域の防災リーダー 
　住民一人ひとりの防災力を高めるために、
各地域の自主防災訓練の指導を行っています。 
○常日ごろの教育・訓練 
　防火・防災活動には、専門的な知識と技術
が必要です。消火技術や応急救護訓練を通
じて、常日ごろから消防団の災害活動力を高
めています。 

・町内に在住、在勤の方 
・年齢が１８歳以上の方 
・地域防災への熱意があり、健康な方 
※女性の方も歓迎します。 

 
・非常勤特別職の地方公務員です。 
・年間の報酬額（一定の額）が支給されるととも
に、災害や訓練などの活動に対して、手当が
支給されます。 

・活動に必要な被服などは貸与されます。 
・活動により負傷された場合には、条例に基づき
補償されます。 

・一定期間勤務し退団した場合には、退職報償
金が支給されます。 

総務課 

～あなたの力を消防団に～ 

消防団員 総務課 

◆電波の利用には、原則免
許が必要です。 
◆外国規格の無線機は国
内で使用できません。 
◆技適マークのついた無線
機を使用しましょう。 

【問 合 先】総務省東海総合通信局 
不法無線局の相談蕁052‐971‐9107 
テレビなどの受信障害の相談蕁052‐971‐9648

募 集 

募 集 

募 集 

お知らせ
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名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

6月の開催日程 
6/12.13.14.15.28.29

6月1・4・6～8・18・20～22日は 
名古屋競馬を場外発売!

6/8　第　第42回東海回東海ダービー（SPⅠ） 
〔名古屋競馬場名古屋競馬場で実施実施〕 

6/8　第42回東海ダービー（SPⅠ） 
〔名古屋競馬場で実施〕 

6/15（金） 乗鞍短距離特別 

 
 
 
 
【日　　時】 
【集合場所】 
 
【定　　員】 
【対　　象】 
【参加費用】 
【申込方法】 
【申込開始】 
【受付時間】 
【申込・問合先】 

　各務原市の内藤記念くすり博物館の薬草園で、
植物の特徴や薬効などの説明を聞きながら、薬
用植物観察会が開催されます。また、観察会終
了後、薬膳料理を楽しんでいただけます。 

６月２８日（木） 午前１０時１５分～午後１時 
内藤記念くすり博物館 
（各務原市川島竹早町１） 
５０人（申込順） 
中学生以上の方 
薬膳料理代１,０５０円（当日徴収） 
電話でお申し込みください。 
６月８日（金） 
午前９時～午後５時（月曜日を除く） 
木曽川学研究協議会事務局 
蕁０５８６‐８９‐６０５５ 

薬用植物観察と薬膳料理に 
親しむ会 木曽川学研究協議会 

 
 
 
 
 
【派 遣 先】 
【派遣期間】 
【募集人員】 
【応募資格】 
【参 加 費】 
 
 
 
【申込期限】 
【申込方法】 
 
 
 
 
【派遣者の決定】 
 
【申込・問合先】 

　国際性豊かな青少年の育成を図るため、青少
年海外派遣事業の参加者を募集します。 
　この事業は、現地の学校で同世代生徒たちと
の交流や野外での自然・生物とのふれ合いを通
じて、海外の文化や生活習慣を体験するものです。 

グアム 
８月２１日（火）～２４日（金） 
２０人 
町内に在住の中学生 
概ね７５,０００円（見込み）が自己負担
額となります。ただし、渡航手続きに
要する経費や海外旅行傷害保険料
などは別途必要です。 
６月２２日（金） 
参加申込書など必要書類一式（役
場企画課で配布、または町ホームペ
ージからダウンロードできます）に必
要事項を記入し、企画課まで提出し
てください。 
後日、書類審査と面接などを含む選
考会を実施し、派遣者を決定します。 
企画課 

青少年海外派遣（グアム） 
企画課 

【職　　種】 
【受験資格】 
 
 
 
 
 
 
【申込期間】 
 
 
【試 験 日】 
 
 
 
【申込・問合先】 

税務職員 
 

①平成24年4月1日時点で、高等学校または中
等教育学校を卒業した日の翌日から起算し
て3年を経過していない方や平成25年3月ま
でに高等学校または中等教育学校を卒業す
る見込みの方 
②人事院が①に掲げる方に準ずると認める方 

 
インターネット 6月26日（火）～7月5日（木） 
郵送または持参 7月2日（月）～10日（火） 

 
第1次試験　9月9日（日） 
第2次試験　10月18日（木）から25日（木）まで 
　　　　　　のいずれか指定する日 

名古屋国税局人事第二課試験係 
蕁052‐951‐3511（内線3450） 
国税庁HP：http://www.nta.go.jp

税務職員（高校卒業程度） 
名古屋国税局 

　みそぎ餅6千本は売れ切れ次第終了になり
ますので、お求めの方はお早めにお越しください。 
【日　　時】6月30日（土） 午前9時～ 
【場　　所】新町特設会場 

みそぎ餅実演販売 
笠松菓子工業組合 

募 集 

募 集 募 集 
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内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

１３：３０～１４：１５ 

１３：００～１３：２０ 

１３：１０～１３：５０ 

 

９：２０～１０：００ 

９：２０～９：３０ 

９：３０～１１：００ 

１３：００～１４：３０ 

１３：００～１３：１０ 

９：３０～１１：００ 

１０：３０～１１：３０ 

１３：３０～１４：３０ 

１３：００～１４：３０ 

 

１０：３０～１１：３０ 

 

１４：００～１５：３０ 

１３：３０～１５：１５ 

 

９：３０～１１：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 

 

１３：３０～１５：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 

ポリオ 

 
乳児健康診査・ 
BCG予防接種 

1歳6か月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生教室 
 

にこにこ教室 

 

 

歯みがき教室 
 

 

プレパマクラブ 
 

 

 

 

育児相談・ 

マタニティ相談 

 

 

 

 

 

 

健康相談 
 

 

 

 

 

転倒予防教室 

 

 

 
貯筋（ちょきん）くらぶ 

～筋力アップ教室～ 

 

骨こつストレッチ 

～畳の上で行う 

　　　　ストレッチ～ 

 
ふれあいひろば 
～認知症：閉じこもり予防教室～ 

 
 

ふれあい喫茶 

～高齢者の憩いの場～ 

１日（金） 

１３日（水） 

１４日（木） 

２８日（木） 

１９日（火） 

２８日（木） 

１２日（火） 

２７日（水） 

２７日（水） 

１２日（火） 

１３日（水） 

１８日（月） 

２７日（水） 

８日（金） 

１１日（月） 

１２日（火） 

２７日（水） 

７日（木） 

２１日（木） 

６日（水） 

２０日（水） 

１３日（水） 

２７日（水） 

２６日（火） 

８日（金） 

１１日（月） 

１２日（火） 

 

 

 

 

福祉健康センター 

 

 

 

 

 

第一保育所 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 

 

総合会館 

 

福祉健康センター 

 

福祉会館 

 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 

保健 相 談 （健診・予防接種・相談・教室など） 

6月の相談・保健 

��

6日（水） 

20日（水） 

内　　容 

悩みごと相談 

行 政 相 談  

人 権 相 談  

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

在宅相談　行政相談委員 
　岩田　修　宮川町５７ ☎387‐3718 
　川口　淑　門間６６６ ☎388‐2178

在宅相談　身体障害者相談員 

　早水春生　西宮町１３１ ☎388‐0029 

　河尻和男　北及１９０２ ☎387‐5788 

　堀場靖隆　円城寺９２９ ☎388‐3791 

　岩田賢一　田代９５０‐１ ☎388‐0068

日（曜日） 

13：00～15：00 福祉会館 

受付時間 場　所 

身体障がい者 
相談 

在宅相談　人権擁護委員 
　保母勝壽　弥生町３０ ☎387‐2782 
　則竹　緑　東陽町３６‐３ ☎387‐9625 
　後藤　稔　北及１１８３ ☎388‐1495 
　廣霖とし子　長池２６３‐２ ☎388‐1906 
　杉山詞一　円城寺１４４３ ☎387‐7867 
　三輪　恵　円城寺８７３ ☎387‐6110

　今月のお休みはありません。 
　今月の「おはなしかい」は６月９日（土）
午前１０時３０分から中央公民館音楽
室で開催します。 

図書室 
からの 
お知らせ 

町県民税 1期分 
介護保険料 1期分 
保育料 6月分 

納期限 7月2日（月） 

今月の納税・納付 

第3日曜日は家庭の日 

家族みんなで、郷土の文化にふれ、 
ふるさとに学びましょう。 

6月17日（日）は、家庭の日です。心豊かな明る
い家庭づくりをしましょう。 

今 月 の テ ー マ 

不正大麻・けし撲滅運動の実施 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

6月30日まで 
　不正栽培または自生している大麻・けしを
発見した場合は、ご連絡ください。 
岐阜保健所生活衛生課　蕁380‐3003



ボランティア 

　国民年金は、日本国内に住所がある２０歳以上６０歳未満の方すべてが加入する制度です。 
　届け出を忘れると、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなったり、受けられない場合が
あります。また、不意の事故や病気で障がいが残った時の障害基礎年金や、万一亡くなられたとき
の遺族基礎年金が支給されなくなる恐れがあります。 
　次のようなときには、届け出を忘れずに行って、あなたの大切な年金の権利を守ってください。 

 
 
 
 
 
　子どもたちは、たくさんのボランティアの方に
よって支えられ育てられています。 
　登下校時には、多くの方が通学路に立ち、
子どもたちを見守ってくださいます。「おはよう」
「おかえり」「今日も元気だね」などと地域の皆
さんから優しく声をかけてもらえることで、子ど
もたちは地域に親しみを持ち、この地域の一
員なんだという自覚を高めることができます。 
　また、学校での授業やクラブ活動、地域で
の職場見学や職場体験などでは、地域の方と
触れ合いながら、教科書では学べないことを
学びます。その学習を通して、自分が住んで
いる地域の「産業」や「人」、「文化」に愛着と
誇りを感じることができます。 
　最近は、地域でのボランティア活動に意欲
的に参加する子どもたちも増えています。 
　中学生は町民運動会の係など、地域の行
事にボランティアとして参加し、活躍しています。

生徒会が中心となって始めた「あいさつ運動」
も笠松町・岐南町で定着しました。 
　小学生は、子ども会活動の中で地域の神
社や地下道の掃除、花壇の手入れなどをして
います。岐南町の子ども会の中には、自分たち
で「敬老会」を企画・準備し、自治会の方と一
緒に素晴らしい会をつくりあげ、成功させたと
ころもあります。 
　昨年度、５・６年生の一部に実施したアンケー
トでは、子ども会以外のボランティア活動をした
児童は４８.４％で、約半数の児童が進んでボラ
ンティア活動に参加していることが分かりました。 
　ボランティア活動に参加した子どもたちは、「人
の役に立てて気持ちがよかった」「ありがとう
と言ってもらえてうれしかった」「地域の人に
喜んでもらえてよかった」と感想を述べています。
地域の人や地域のために活動することの価
値に気づき、喜びを感じているのです。 
　子どもたちは、地域と関わりのあるボランティ
ア活動で、地域の人との触れ合いを通して「地
域のおかげで」という思いと「地域のために」
という思いが育ちます。ボランティア活動は、「地
域の絆」を深めていくチャンスです。 

届出が必要なとき 異動の内容 持参するもの 

退職したとき（厚生年金や共済
年金加入者の場合） 

第2号被保険者から第1号被保
険者になります。（第3号被保険
者に該当する場合を除く） ・印鑑 

・年金手帳 
・雇用保険被保険者離職票など 配偶者に扶養されていたが、配

偶者が厚生年金、共済年金を辞
めたとき 

第3号被保険者から第1号被保
険者になります。 

【被保険者種別】 ・ 第1号被保険者 自営業者・学生・無職など 
 ・ 第2号被保険者 会社員・公務員など 
 ・ 第3号被保険者 会社員・公務員などの被扶養配偶者 
【届 出 先】保険医療課 

��

こんなときには 
　　　届け出が必要です 

国民年金 
〈問合先〉 岐阜南年金事務所 

☎273‐6161
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楽しく、健康づくり まかな 太極拳どんぐりクラブ 

人　口 

男 

女 

世帯数 

人 

人 

人 

世帯 

） 

） 

） 

） 

6 

10 

4 

13

減 

減 

増 

増 

（ 

（ 

（ 

（ 

前月比 

まちの人口 
平成24年 5月1日現在 

22,417 

10,794 

11,623 

8,317　 
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おなまえ 

この広報紙は再生紙を使用しています。 

小林淳・香里さんの子 
平成23年6月20日生 

おなまえ 大江 もえ （長池） ちゃん 

お お  え  

小林 　湊 （松栄町） くん 

こ  ば や し  み な と  

大江健二・明子さんの子 
平成23年6月10日生 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを 
 募集します。 

応募対象　平成23年8月生まれの赤ちゃん 
応募期間　6月29日まで（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳しくは企画課広報までお問合せください。 

��

ん
に
ち
は

こ
ん
に
ち
は

こ
ん
に
ち
は

こ
ん
に
ち
は

こ
Hello!

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１ ☎ ������������  ����������������

～んな時もたのしい、ひととき！ 

～と、励むことの出来る仲間との交流！ 

んぐんと、健康になっていくと実感！ 

－それを－ 

っしょう（立証）できるのが、太極拳クラブ 

　『どんぐり』です！ 

　厳しくもやさしく、根気強く指導してくださる大沢篤子先

生を中心に、30代から60代の仲間15人が活動しています。 

　お気軽にお越しください！ 

【活動日】毎月3回　木曜日　午前10時～正午　【場所】総合会館　【連絡先】高橋智子（北及）蕁388‐4825

　採用された場合は、「かさまるくん・かさまるちゃん」のぬいぐるみをプレゼント。 
【応募期限】６月２５日（月） 
【応募方法】作品と応募用紙（町ホームページからダウンロードできます）を企画

課へ持参、郵送、メールで送信 
作品は手書き、画像ファイル（Jpeg形式かGif形式）どちらでも構いません。 

【選定方法】企画課で決定 
【応募・問合先】企画課　E-mailアドレス：kikaku@town.kasamatsu.lg.jp

町マ町マスコットキャラクター「か「かさまるくん・かさまるちゃん」ん」 
8月号広報紙の表紙号広報紙の表紙イラストを募集募集します 
町マ町マスコットキャラクター「か「かさまるくん・かさまるちゃん」ん」 
8月号広報紙の表紙号広報紙の表紙イラストを募集募集します 
町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるちゃん」 
8月号広報紙の表紙イラストを募集します 

◯ど 
◯ん 
◯ぐ 
 
◯り 
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